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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
一
年
二
月
十
三
日
武
川
村
土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
一
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
大
常
木
一
四
四
六
番
の
五

旧

一
四
・
〇
〜

六
九
七
・
〇

地
先
か
ら

三
七
・
一

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
大
常
木
一
四
四
六
番
の
五

地
先
ま
で

新

一
四
・
〇
〜

六
九
七
・
〇

三
七
・
一

九
・
六
〜

四
八
八
・
九

五
〇
・
七

山
梨
県
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
山
梨
線

山
梨
市
北
字
ナ
ベ
ブ
タ
二
〇
二
八
番

四
四
〇
・
〇
平
成
二
十
一

地
先
か
ら

年
二
月
二
十

山
梨
市
北
字
下
コ
ブ
ケ
二
一
四
四
番

三
日

地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

二
月
二
十
三
日

第
千
九
百
二
十
五
号

月　曜　日



第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

身
延
町

屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

田
ノ
上
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
上
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
・
古
関
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
の
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
場
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
磯

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仏
僧
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

峯
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
切
房
木
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
切
房
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
道
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
道
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
〇



湯
町
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

廻
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
日
影
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
日
影
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
田
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
２
│
１
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
４

中
之
倉
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

や
ま
め
の
里

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
名
場
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
名
場
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

所
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
炊
平
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
一



上
田
原
Ⅰ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅰ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
の
２
│
２
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
２

大
炊
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
屋
敷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
屋
敷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
３
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
名
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
沢

土
石
流

仏
僧
沢

土
石
流

芝
山
沢
│
１

土
石
流

芝
山
沢
│
２

土
石
流

芝
山
沢
│
３

土
石
流

三
沢
川
│
１

土
石
流

三
沢
川
│
２

土
石
流

三
沢
川
│
３

土
石
流

三
沢
川
│
４

土
石
流

中
尾
沢
川

土
石
流

鍋
倉
川
２

土
石
流

お
ん
だ
し
沢

土
石
流

上
沢

土
石
流

切
房
木
沢
の
２

土
石
流

蔵
小
根
沢

土
石
流

カ
レ
ノ
沢

土
石
流

廻
沢
川

土
石
流

湯
の
沢

土
石
流

上
の
山
沢

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
二



見
の
木
沢

土
石
流

極
無
沢

土
石
流

宇
野
沢

土
石
流

宮
の
沢

土
石
流

中
沢

土
石
流

木
喰
沢
│
１

土
石
流

木
喰
沢
│
２

土
石
流

古
関
沢
│
１

土
石
流

古
関
沢
│
２

土
石
流

か
ら
す
沢

土
石
流

か
ら
す
沢
の
２

土
石
流

大
沢
の
２

土
石
流

大
沢
│
１

土
石
流

大
沢
│
２

土
石
流

西
沢

土
石
流

大
沢
の
３
│
１

土
石
流

大
沢
の
３
│
２

土
石
流

入
の
沢

土
石
流

上
田
原
沢

土
石
流

大
津
賀
沢
│
１

土
石
流

大
津
賀
沢
│
２

土
石
流

大
津
賀
沢
│
３

土
石
流

東
入
沢

土
石
流

中
ノ
倉
沢

土
石
流

宮
の
沢
川

土
石
流

小
沢
川

土
石
流

釜
額
沢

土
石
流

釜
額
川

土
石
流

小
屋
沢

土
石
流

釜
沢
川
│
１

土
石
流

釜
沢
川
│
２

土
石
流

岩
欠
沢

土
石
流

神
名
沢

土
石
流

横
矢
沢

土
石
流

杉
山
沢

土
石
流

常
葉
川

土
石
流

灯
川

土
石
流

雨
ヶ
岳
沢
│
１

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
三



雨
ヶ
岳
沢
│
２

土
石
流

川
尻
沢

土
石
流

三
ツ
沢
沢

土
石
流

牛
首
沢

土
石
流

川
尻
沢
の
１

土
石
流

川
尻
沢
の
２

土
石
流

川
尻
沢
の
３

土
石
流

中
之
倉
沢

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

身
延
町

屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

田
ノ
上
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
上
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
平
・
古
関
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
ノ
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
関
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
の
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
場
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
磯

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仏
僧
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
小
磯
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

峯
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
切
房
木
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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上
切
房
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

切
房
木
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
道
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
道
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

島
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
町
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

廻
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
日
影
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
日
影
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

瀬
戸
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

樋
田
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
３
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

道
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
２
│
１
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
４

中
之
倉
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

や
ま
め
の
里

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
名
場
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

和
名
場
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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岩
欠
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

所
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
欠
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
炊
平
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅰ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅰ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
の
２
│
２
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
２

大
炊
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
屋
敷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
屋
敷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
３
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
之
倉
Ⅱ
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
額
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
名
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
田
原
Ⅱ
の
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
王
子
沢

土
石
流

芝
山
沢
│
１

土
石
流

芝
山
沢
│
２

土
石
流

芝
山
沢
│
３

土
石
流

三
沢
川
│
１

土
石
流

三
沢
川
│
２

土
石
流

三
沢
川
│
４

土
石
流

切
房
木
沢
の
２

土
石
流

カ
レ
ノ
沢

土
石
流

湯
の
沢

土
石
流

宇
野
沢

土
石
流

木
喰
沢
│
１

土
石
流

木
喰
沢
│
２

土
石
流

か
ら
す
沢

土
石
流
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か
ら
す
沢
の
２

土
石
流

大
沢
の
３
│
１

土
石
流

大
沢
の
３
│
２

土
石
流

入
の
沢

土
石
流

上
田
原
沢

土
石
流

大
津
賀
沢
│
１

土
石
流

大
津
賀
沢
│
２

土
石
流

大
津
賀
沢
│
３

土
石
流

東
入
沢

土
石
流

中
之
倉
沢

土
石
流

宮
の
沢
川

土
石
流

小
沢
川

土
石
流

釜
額
沢

土
石
流

小
屋
沢

土
石
流

釜
沢
川
│
１

土
石
流

釜
沢
川
│
２

土
石
流

岩
欠
沢

土
石
流

神
名
沢

土
石
流

横
矢
沢

土
石
流

杉
山
沢

土
石
流

常
葉
川

土
石
流

灯
川

土
石
流

雨
ヶ
岳
沢
│
１

土
石
流

川
尻
沢

土
石
流

三
ツ
沢
沢

土
石
流

牛
首
沢

土
石
流

川
尻
沢
の
１

土
石
流

川
尻
沢
の
２

土
石
流

川
尻
沢
の
３

土
石
流

中
ノ
倉
沢

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と

認
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す

る
と
認
め
る
者

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
　
次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築

実
務
（
建
築
士
法
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
経
験
を

有
す
る
者
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
校

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四

一
年

法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く

十
三
号
（
以
下
「
七
百
四
十
三
号
告
示
」

大
学
又
は
高
等
専
門
学
校

と
い
う
。）
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目
（

七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四
十

単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
三
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る

二
年

科
目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
単

位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る

零
年

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
基

科
目

づ
く
防
衛
大
学
校
、
職
業
能
力

開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る

一
年

法
律
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
く

科
目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
、

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
三
十
単

職
業
能
力
開
発
大
学
校
又
は
職

位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

業
能
力
開
発
短
期
大
学
校

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る

二
年

科
目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
単

位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
四

四
年

校
又
は
中
等
教
育
学
校

十
四
号
（
以
下
「
七
百
四
十
四
号
告
示
」

と
い
う
。）
の
第
一
に
規
定
す
る
科
目

（
七
百
四
十
四
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
十
五
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

備
考
　
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期

大
学
を
除
く
。）
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の

規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準

（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法
に
基
づ
く
高
等

専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）

の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
基
づ
く
防
衛
大
学
校
又
は
職
業
能
力
開
発

促
進
法
に
基
づ
く
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ
て
は

大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く

職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う

も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二
　
次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
基

づ
く
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数

以
上
で
、
同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

学
　
　
　
校

修
業
年
限

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
基

二
年

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

零
年

づ
く
高
等
学
校
若

目

し
く
は
中
等
教
育

学
校
又
は
旧
中
等

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

一
年

学
校
令
（
昭
和
十

目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四

八
年
勅
令
第
三
十

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
三
十
単
位
」
と

六
号
）
に
基
づ
く

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

中
等
学
校

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

二
年

目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
二
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

一
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

三
年

目

学
校
教
育
法
に
基

二
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

四
年

づ
く
中
学
校

目
（
七
百
四
十
四
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
十
五
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
八



一
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

五
年

目
（
七
百
四
十
四
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
十
単
位
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

備
考
　
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
修
学
校
に

あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も

の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三
　
次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
さ
ら
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ

く
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職

業
訓
練
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
同
表
の
科
目

の
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
経
験
年
数
の

欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

学
　
　
　
校

修
業
年
限

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
基

三
年

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

一
年

づ
く
高
等
学
校
若

目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四

し
く
は
中
等
教
育

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
三
十
単
位
」
と

学
校
又
は
旧
中
等

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

学
校
令
に
基
づ
く

中
等
学
校

二
年

七
百
四
十
三
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

二
年

目
（
七
百
四
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
四

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
二
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

一
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

三
年

目

学
校
教
育
法
に
基

三
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

三
年

づ
く
中
学
校

目

二
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

四
年

目
（
七
百
四
十
四
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
十
五
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

一
年

七
百
四
十
四
号
告
示
の
第
一
に
規
定
す
る
科

五
年

目
（
七
百
四
十
四
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、「
十
単
位
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。）

備
考
　
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

四
　
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
七
条
の
十
八
に
規
定
す

る
建
築
設
備
士

五
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第

二
百
九
十
七
号
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。）
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
検
定
に
合

格
し
、
又
は
旧
告
示
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関
す

る
実
務
の
経
験
年
数
が
こ
れ
ら
の
検
定
又
は
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
旧
告
示
第
一
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
に
満
た
な
い
者
で
施
行
日
以
後
に
施
行
日
前
の
建
築
に
関
す
る
実

務
の
経
験
年
数
と
施
行
日
以
後
の
建
築
実
務
の
経
験
年
数
を
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
旧
告
示
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
以
上
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六
　
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
旧
告
示
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で

施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
旧
告
示
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と

と
な
る
も
の

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
規
定
は
、
平

成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
関
係
告
示
の
廃
止
）

２
　
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

九
九



障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関（
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
）

と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

株
式
会
社
中
沢
薬
局

甲
府
市
徳
行
二
丁
目
三
八
二
番
地
三
五

薬
局
（
調
剤
）

徳
行
店

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
郷

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

有
野
　
良
雄

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
宮
原
一
四
〇
三
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

同

井
上
　
昭
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
原
一
四
三
五
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

監
　
事

笠
井
　
孝
哲

同
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
間
一
八
一
六
平
成
二
十
年
五
月
一
日

│
二

同

望
月
須
美
男

同
　
　
　
　
　
　
　
　
楠
甫
四
八
三

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

同

有
野
　
章
七

同
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
原
一
三
九
〇
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

有
野
　
正
男

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
宮
原
一
四
五
七
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

│
一

監
　
事

有
野
　
良
雄

同
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
原
一
四
〇
三
同

同

都
築
　
憲
彌

同
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
間
四
六
八
五
同

│
一

同

笠
井
　
正
晴

同
　
　
　
　
　
　
　
　
楠
甫
一
〇
七
一
同

│
二

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

韮
崎
市
栄
一
丁
目
三
三
〇
八
の
二
、
三
三
〇
八
の
三
、
三
三
〇
八
の
五
、
三
三
一
五
、
三
三
一
六
、

三
三
一
七
の
一
、
三
三
一
七
の
二
、
三
三
一
七
の
三
、
三
三
一
七
の
四
、
三
三
一
七
の
五
、
三
三
一

八
の
一
、
三
三
一
八
の
三
、
三
三
一
八
の
四
、
三
三
一
八
の
五
、
三
三
一
八
の
六
、
三
三
一
八
の
七
、

三
三
一
八
の
八
、
三
三
一
八
の
九
、
三
三
一
八
の
一
〇
、
三
三
一
八
の
一
一
、
三
三
一
八
の
一
二
、

三
三
一
九
の
一
、
三
三
一
九
の
三
、
三
三
二
〇
の
一
、
三
三
二
〇
の
二
、
三
三
二
一
の
一
、
三
三
二

一
の
二
、
三
三
二
一
の
三
、
三
三
二
二
の
一
、
三
三
二
二
の
二
、
道
及
び
水
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
峡
北
支
所
及
び
韮

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

一
〇
〇



崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
四
千
十
番
地
　
株
式
会
社
出
雲
　
代
表
取
締
役
　
丸
茂
　
孝
司

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

一
〇
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

一
〇
二


